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秘密は戦争のはじまり。 

違法な戦争をしていて

も隠してしまえる秘密保

護法を、廃止しよう！ 

まだまだ、これから！ 



 特定秘密保護法の強行採決が行われた２０１３年１２月６日から２年、２０１４年１２月１０日

に施行されてからも１年を迎えます。 

しかし、全く諦めるわけにいきません！ 

なぜなら、秘密保護法は問題のある法律だからです。秘密の範囲は極めて曖昧で、特定秘密のう

ち「政令で定める重要な事項」はなんと永久に秘密にできます。秘密指定の適正さを監視する「第

三者機関」は行政から独立していません。特定秘密を扱う公務員と民間企業の従業員に対し、「特定

有害活動」等との関わりを調査するという名目で、私的な活動を調べ上げた結果で人事を左右しま

す（適性評価制度）。 

秘密保護法の法律自体も問題ですが、実際の運用がどうなっているのかも不明です。 

どのような情報を秘密指定したかを示す「特定秘密指定管理簿」が公開されましたが、「東シナ海

資源開発に関する中国政府との交渉内容」など非常に抽象的な概要しか示されません。さらに黒塗

りもあり「■について作成された措置」などと全く不明です。秘密管理者の役職さえ隠しています。

国は、これらが公開されると「危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害され

るおそれ」があると説明していますが、約３０字前後の文字列に国の安全がかかっているとは到底

思えませんし、これではこの秘密指定が適正に行われたかどうか、誰も判断できません。 

 

 

今、秘密保護法と同じく、戦争立法と治安立法という性質をもつ様々な法律が、続々と牙をむき

つつあります。 

戦争は秘密から始まります。満州事変の柳条湖事件、ベトナム戦争でのトンキン湾事件など、戦

争を「自衛のため」と正当化する様々な嘘やねつ造が行われてきた歴史を省みれば、戦争の正当性

を揺らがせる「不都合な真実」を隠し、これを暴こうとする者を刑罰で威嚇するために秘密保護法

が使われることは自明です。安保関連法制（戦争法）が成立し、「武力行使を決めた判断根拠となる

情報は特定秘密に当たりうる」と答弁する政府のもとで、「自衛」の名の下で違法な戦争が行われる

おそれと、秘密保護法により真実が隠蔽される危険はますます高まっています。 

また、共謀罪法案、盗聴法（通信傍受法）改悪法案が、２０１６年の通常国会でも採決されよう

としています。「目配せだけで犯罪」の共謀罪、「通信の秘密」を侵害する盗聴法などが進められれ

ば、意見を言うのにも勇気がいる日本社会で「目をつけられないようにしよう」と、私たちの日常

生活はますます息苦しくなってしまいます。そんな社会はまっぴらごめんです。 

秘密保護法も、戦争法や共謀罪法案、盗聴法改悪もいりません！おかしな法律は廃止するのが当

然です。自由な言論のもとで平和な社会を作っていきましょう！ 

↓NPO 法人情報公開市民センターが情報公開請求で得た資料 


